プロテスト講習会　「運営からの抗議の対処」
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位置関係は図の通り。
まず、Aが上マークを回航した。その際、上マークボート(以下C)はAのミジップ(船

の腹の辺り)が上マークボートに接触したように見えた。また、Cには、その時Aのスキッパーが下を向いているように見えた。その際、艇ＢはＡの風下3艇身付近をスターボドタックで帆走していた。そして、Aはペナルティーの履行をすることなく帆走を続けた。
着艇後、CはAを抗議した。
審問では、Aは「マークタッチしていない。」と主張し、Cは「マークタッチがあった。その瞬間にAは下を向いていてマークタッチに気づいていなかった。」と主張した。Cは証言艇Bを用意し、Bは「Aが回航した時、マークが動いたように見えた」と証言した。

以上のような内容からAは審問で負けた。

ちなみに、図の位置に上補兼ジュリー兼レスキューボート(以下D)も存在していた。AはDの存在を認識していなかった。ＡがＤの存在を認識していて、Ｄを証言艇として審問に呼び、Ｄが「Ａはマークタッチをしていない」と証言すれば、Ａは審問で勝てた可能性もあった。
Point

①マークタッチしていないことを自分の目で確認しておく。(シートなどの全ての艤装品も含むので注意。)
②より確実な証言をする可能性のある艇、もしくは人を探す。(今回のケースはＤが見ている可能性もあった。)
③場合によっては証言者となる可能性もあるので、周囲の状況を良く見る。(今回のＢ)
